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河川敷地占用許可準則の見直しに係る

パブリックコメントの実施結果について



河 川 敷 地 占 用 許 可 準 則の見 直しに 係る パ ブ リ ッ ク コ メ ン トの実 施 結 果について

１ ．意 見 募 集 期 間 平成１ ６年 ８月１ ３日～ ９月 １２日 の１ヶ 月間

２ ．意 見 提 出 人 数 ３名

３ ．意見総数 １０件 （２ 名が複 数の意 見を 提示）

４ ．意見 の概要

準則 （案） 関 連 条 項 意見 の概要 対応

１ 準 則 第 五 占 用 許 可を 行 お う と す る場 合 の 意 見 聴 取 対 象 者 環 境 Ｎ Ｇ Ｏ 等の 範 囲 が必 ず し も明 確 で な い こ と
占用許可の 基本方針 に環境 Ｎ Ｇ Ｏ 、環境保全 モ ニ タ ーを 加える 。 も あ り 、占 用 の許 可 に 当た っ て は、 準 則 第 五 第 二（ ）

項 に お い て 、 地域 の 意 見を 代 表 して 市 町 村の 意 見
を 聴く こ と と し て い る。

２ 準 則 第 六 河 川 の 賑わ い を創 出 す る た め に 活動 す る 次の 団 ご 提 案の 民 間 事 業 者 等に つ い て占 用 主 体と し て
（ 占 用 主 体） 体を占用主体 と認 める。 ど こ ま で認 め ら れ る か 、ま た 、 地域 に お け る 合 意

・ 河 川 管 理 者 、地 方 公 共 団 体 等 で構 成 す る協 議 形 成 の 仕組 み の あ り 方 な ど に つ い て の 検 討が 必 要
会が 認める 民間事業者 で あ る た め、社 会 実 験の中 で検証 し て い き た い。
・特 定 非 営 利 活 動 法 人
・ ま ち づ く り やコ ミ ュ ニ テ ィ 活 動、 芸 術 文 化
等 の 河 川の 賑 わ い の 創 出に 寄 与 する 活 動 を行 う
任意団体

３ 準則第七 ① 河 川 の賑 わ い を 創 出 す る た め に設 け る 次の 施 ① ご 提案 の 船上 イ ベ ン ト 施 設 等の 相 当 規 模 の も
（ 占 用 施 設） 設を 占 用 施 設と 認める 。 の を 停泊 さ せ る こ と に つ い て 、ど の よ う な 形 態

・ 船 上 イ ベ ン ト施 設 等 （１ ヶ 月 以 上 停 泊 さ せ る の も の で あ れ ば 治 水 上 又 は 利 水 上 の 支 障と な ら
も の） な い も の で あ る か に つ い て 検 討す る 必 要が あ る

・ 売 店 及び 船 上イ ベ ン ト施 設 等 と一 体 を な す 広 ため、 社 会 実 験の 中で検 証し て い き た い 。
告 設 備 日 よけ・ ベンチ 等 テーブル・ 椅子 ま た、 周 辺に 商 業 施 設 が な い地 域 に お け る 地、 、 、
看 板 、照 明 ・音 響 施 設、 供 給 処 理 施 設 （設 備 域 づ く り に 資す る 売 店に つ い て は 新 た に認 め る
を 備えた 建物 をも含 む 、係 留 施 設 等 こ と と す る が、 周 辺 に商 業 施 設が あ る 地域 に つ。）

・ 地 域 づ く り に資 す る 売店 （ 周 辺の 商 業 施 設 の い て は、 出 店に つ い て の 調 整 の方 法 等 地 域 の 合
有 無は問 わ な い） 意 が 十分 に 図ら れ る 仕組 み と し て ど の よ う な も

の が 適当 で あ る か な ど に つ い て検 討 す る必 要 が
あ る た め、社 会 実 験の中 で検証 し て い き た い。

② 自 然 環 境 保 全 ・再 生 の 観点 か ら ラ ジ コ ン飛 行 ② 環 境と の 調整 に つ い て の 基 準な ど 占 用 許 可 の
機滑空場は 認め な い 。 基 準 に照 ら し、 個 別 に対 応 す べ き も の と考 え て

いる。
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準則 （案） 関 連 条 項 意見 の概要 対応

４ 準 則 第 八 河 川 区 域 内 に お け る 樹 木の 植 樹 等に 係 る 基準 に 「 河 川 区 域 内に お け る樹 木 の 伐採 ・ 植 樹 基 準 」
（ 治 水 上 又 は 利 水 上 の おいて 外来種 ・園 芸 種 を 削除す る。 に お い て も 、 良好 な 河 川 環 境 が 保全 さ れ る こ と を

。 、 、基 準） 基本方針 としている ま た 外来種等に つ い て も
生 物 の 多 様 性 の保 全 等 の観 点 か ら在 来 河 川の 生 態
系 等 へ の影 響 を考 慮 し 適切 な 対 応を 図 る こ と は 重

、 。要 と認識 し 必要な 対 策 等を実 施しているところ
な お 、同 基 準に 係 る 別表 に つ い て は 、 外 来 種 法

及 び 同 付 帯 決 議の 趣 旨 に沿 い 、 現 在 改 定 に向 け 検
討 を進めている 。

５ 準 則 第 十 河 川 に お け る 自 然 保 全 ・再 生 の 観点 か ら 河 川 整 河 川 整 備 計 画 等 に お け る ゾ ー ニ ン グ に つ い て は
（ 河 川 整 備 計 画 等 と の 備 計 画 等 を充 実 さ せ る 。 準則 に お い て も ゾ ー ニ ン 鋭 意 推 進し て い る と こ ろ で あ る が、 個 々 の河 川 の
調 整に つ い て の基準 ） グ化の 重視の 視点 を記述 する。 特 性 や 状況 に よ り 必 ず し も 全 て の河 川 に お い て ゾ

ー ニ ン グが で き て い る わ け で は な い 。 こ の状 況 を
踏 ま え 、 こ の 答 申 （ 案 ） に お い て 「 河 川 敷 地 の、
利 用 に 係る ゾ ー ニ ン グ 等の 計 画 を定 め 、 こ れ ら の
計 画 に 沿っ て 河 川 環 境 の保 全 に 一 層 努 め る こ と 」
と し た と こ ろ で あ る 。 なお 、 ゾ ー ニ ン グ が な さ れ
た も の に つ い て は 、 占 用 許 可 に あ た っ て 、ゾ ー ニ
ン グ を 含む 同 計 画 等 に 沿っ た も の と す る こ と と な
っている 。

６ 準 則 第 十 三 占 用 許 可の 条 件の 例 示 に「 生 物 多 様 性 の 確保 」 個 々 の河 川 の特 性 や 占 用 形 態 等を 踏 ま え、 個 々
（ 占 用 の 許 可 の 内 容 、 を追加 する。 の 河 川 に お い て必 要 に 応じ て 生 物 多 様 性 の確 保 等
条 件、監 督 処 分 等 ） に 配 慮 し、 占 用 許 可 を 行う な ど 個別 に 対 応す る こ

と と し た い。

７ 準 則 第 十 六 河 川 事 業を 行 うＰ Ｆ Ｉ 法に よ る Ｓ Ｐ Ｃ （ 特 定 目 今 回 広げ る こ と に な る公 益 法 人そ の 他 こ れ ら に
（ ）（ 包 括 占 用の 許可） 的会社 ）を包 括 占 用の占用主体 に追 加する 。 準 ずる者 にＰ Ｆ Ｉ法 による ＳＰＣ 特 定 目 的 会 社

も 含まれ 得るものと 考えている。

８ 準 則 第 十 八 河 川 の 賑わ い を創 出 す る た め に 活動 す る 次の 団 ご 提 案の 民 間 事 業 者 等に つ い て占 用 主 体と し て
（ 包 括 占 用 区 域 の 施 設 体を施 設 設 置 者と し て 認 める。 ど こ ま で認 め ら れ る か 、ま た 、 地域 に お け る 合 意
設 置 者 に よ る 利用） ・ 河 川 管 理 者 、地 方 公 共 団 体 等 で構 成 す る協 議 形 成 の 仕組 み の あ り 方 な ど に つ い て の 検 討が 必 要

会 が認め る民 間 事 業 者 で あ る た め、社 会 実 験の中 で検証 し て い き た い。
・特 定 非 営 利 活 動 法 人
・ま ち づ く り や コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 、芸 術 文 化
等 の 河 川の 賑 わ い の 創 出に 寄 与 する 活 動 を行 う
任意団体

※ そ の他 社 会 資 本 整 備 審 議 会 答 申 （案） に対 する意 見が１ 件あ り ま し た。
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